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○つがる市創業支援事業補助金交付要綱

令和６年３月28日告示第30号

つがる市創業支援事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、市の産業振興、地域経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的に、

市内において新たに創業する者を支援し、予算の範囲内において、つがる市創業支援事業補

助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、つがる市補助

金等の交付に関する規則（平成17年つがる市規則第49号。以下「規則」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(１) 創業 事業を営んでいない個人が、開業届の提出又は法人登録を行うことをいう。

(２) 中小企業者 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項各号に規定する

中小企業者をいう。

(３) 創業日 開業届出書で開業のあった日として届出した日又は法人登記を申請した日を

いう。

(４) 補助対象期間 補助金の交付決定に係る年度（以下「対象年度」という。）の前年の

４月１日から対象年度の２月28日をいう。

(５) 特定創業支援等事業 産業競争力強化法（平成25年法律第98号）第２条第33項に規定

する事業をいう。

(６) 特定創業支援等認定者 特定創業支援等事業による支援を受けた者として、創業支援

等事業計画を策定した市町村の認定を受けたものをいう。

(７) 認定連携創業支援等事業者 つがる市商工会、公益財団法人21あおもり産業総合支援

センター、日本政策金融公庫、青森県よろず支援拠点、市内金融機関及び青森県信用保証

協会等をいう。

(８) 移住者 創業日から起算して過去２年以内に他の市町村から転入した者又は実績報告

の日までに他の市町村から転入する見込みのある者

(９) 事業承継 既存事業の経営者から経営資源を引き継いで行う創業をいう。

（補助対象者）

第３条 補助金の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれかに該

当する中小企業者であって、つがる市商工会の会員になり、かつ、当該事業を３年間継続し

て営業することが可能であるものとする。

(１) 新規創業者 特定創業支援等認定者で、補助対象期間内に市内で新たに創業し、事業

開始が確実であるもの

(２) 移住創業者 移住者のうち、認定連携創業支援等事業者と連携した上で、補助対象期

間に市内で新たに創業し、事業開始が確実であるもの

(３) 事業承継者 市内で事業承継を行う譲受側の者で、補助対象期間内に事業承継手続を

行い、終了させることが確実であり、かつ、現業の規模拡大、生産性向上、販路拡大、事

業転換等の新たな取組を行うもの

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。

(１) 交付申請日時点で納期限を経過している市県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民

健康保険税（以下「市税等」という。）に滞納がある者
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(２) 創業にあたり必要な許認可等を受けていない者

(３) 創業に関して市が行う他の補助金の交付を受けた者

(４) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条

第１項に規定する営業又は公序良俗に反する事業を行う者

(５) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６

号に規定する暴力団員その他暴力団員と関係を有する者

(６) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者

(７) 政治活動又は宗教活動を目的とした事業を営む者

(８) その他市長が適当でないと認める者

（補助対象経費）

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、創業に要した次に掲げ

る経費（国、県その他の団体から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助対象経費を除

く。）のうち、補助対象期間内に生じ、支払いを完了したものであって、かつ、最も早い補

助対象経費の発生日から１年以内に発生したものに限る。

(１) 賃借料 事業所、事業運営に必要な設備、機械器具、什器備品等に係る賃借料（リー

ス料含む。）

(２) 広告宣伝費 宣伝広告に要する経費

(３) 印刷製本費 チラシ、パンフレット、カタログ等の作成に要する経費

(４) 委託料 デザイン、ウェブページ作成等外部に委託する経費

(５) 備品購入費 事業運営に必要な設備、機械器具、什器備品等の購入経費

(６) 工事請負費 事業運営に必要な店舗又は施設の改装又は改修工事に要する経費（内装

又は外装工事、給水管工事、空調工事、電気工事等）

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。

(１) 通常発生する経費（光熱水費、使用料、保守料等）への補填であるもの

(２) 消耗品の購入費

(３) 消費税

(４) 振込手数料

(５) 汎用性が高いと認められるもの

(６) 補助対象事業に直接的に寄与すると認められないもの

(７) 本補助金の趣旨に反するもの又は社会通念上不適切と認められるもの

（補助金の額）

第５条 補助金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この

場合において、算出額に千円未満の端数がある場合は、これを切捨てた額とする。

(１) 第３条第１項第１号又は第３号に該当する者 補助対象経費の合計に２分の１を乗じ

て得た額（100万円を上限とする。）

(２) 第３条第１項第２号に該当する者 補助対象経費の合計に４分の３を乗じて得た額

（150万円を上限とする。）

２ 補助金の交付は、同一の補助対象者につき１回限りとする。

（交付申請及び決定）

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第５条に定めるもののほか、次に掲げる書

類を添えて対象年度の１月15日までに市長に提出しなければならない。

(１) 事業概要書（様式第１号）
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(２) 住民基本台帳及び納税状況確認同意書（様式第２号）

(３) 市外に住所を有する申請者の場合は、申請者に係る直近の市税等の滞納のない証明書

の写し

(４) 見積書その他の補助対象経費の内容が確認できる書類の写し

(５) 第３条第１項第１号に該当する場合は、特定創業支援等事業により支援を受けたこと

の証明書の写し

(６) 事業に関連する各種営業許可証の写し

(７) 個人事業主の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の写し、法人の場合は、登記事

項証明書の写し

(８) つがる市商工会の会員であることを示す書類の写し

(９) その他市長が必要と認める書類

２ 市長は、補助金の交付の申請のあったときはその内容を精査し、交付の可否を決定し、補

助金を交付することを適当と認めた場合は、規則第６条の規定により申請者に通知するもの

とする。

（事業内容の変更等）

第７条 前条第２項の規定により決定となった者（以下「補助決定者」という。）が事業内容

の変更又は中止をする場合は、規則第８条の２第１項に定める申請書を市長に提出しなけれ

ばならない。

２ 市長が前項の申請を認めたときは、その内容を審査の上、事業内容の変更又は事業の中止

の可否を決定し、規則第８条の２第２項の規定により補助決定者に通知するものとする。

（実績報告）

第８条 補助決定者は、事業が完了したとき（補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを

含む。）は、事業完了後30日を経過する日又は対象年度の２月28日のいずれか早い日までに

規則第12条に定める事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。

(１) 補助対象事業の実施状況を示す写真等

(２) 補助対象経費の領収書又は支払いを証明する書類の写し

（補助金の確定）

第９条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を精査し、適当と認められる場合

は、補助金の額を確定し、規則第12条の２の規定により補助決定者に通知するものとする。

（補助金の請求）

第10条 申請者は、前条の通知を受けた後において、規則第６条第３項に定める補助金等交付

請求書（以下「請求書」という。）に振込先口座の情報がわかるものを添付し市長に提出し

なければならない。

（補助金の交付）

第11条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付する

ものとする。

（補助金の返還）

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

交付した額の全額又は一部の返還を求めることができる。

(１) 虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき 全額返還

(２) 創業後３年を経過しないうちに営業を中止、閉店、移転又は営業形態を変更したとき
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一部返還

（関係帳簿等の保存）

第13条 補助金の交付を受けた事業者は、収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整

理するとともに、これらの帳簿及び書類を、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して

５年間保存しなければならない。

（補則）

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和６年４月１日から施行する。

附 則（令和６年９月26日告示第85号）

この告示は、公表の日から施行する。
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様式第１号（第６条関係）
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様式第２号（第６条関係）


